
第３次美里町行政改革大綱　実施計画

通しNo. 柱

大
項
目
No.

小
項
目
No.

項目名称 目的・目標 指標
Plan【計画】
主な取組

Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

1 ① 1 1

町税等収納率の向
上及び租税教育

徴収対策課
/徴収対策係

進捗管理者
　菅井　清
担当者
　門間　裕匡

　平成２８年度から下水道事業の会計
制度切り替えがあり、平成２７年度分
農業集落排水事業と公共下水道事業の
歳入が３月で締切となったため、２科
目について現年度分の徴収率９８．
０％を達成することができませんでし
た。
　今後も行政改革の目標値として設定
し、取り組んでいきます。

　現年度分（対象科目
数３３科目）の徴収率
９８．０％未満の科目
件数の減少を目指しま
す。

15科目 　滞納繰越分は、各科目により状
況が異なること、滞納額を減らす
には、新たな滞納者を発生させな
いことが大切であることから、現
年度分の徴収率の向上を目標とし
て、徴収率９８．０％未満の平成
２３年度の科目数を基準とし、徴
収率９８．０％を達成しない科目
数を減らすことを目標としまし
た。

・債権の管理及び回収
の徹底により、非強制
徴収公債権及び私債権
の徴収を強化します。
・債権管理研修の実施
及び参加により担当職
員の意識と徴収技法の
向上を図ります。
・債権所管課と連携し
現年度徴収率向上対策
を行います。

2 ① 1 1

町税等収納率の向
上及び租税教育

税務課
/管理徴収係

進捗管理者
　及川　一
担当者
　梯谷　巧志

　租税教育の推進については、平成２
２年１２月閣議決定されており大崎地
域においても「大崎地区租税教育推進
協議会」が中心となり取組が進められ
ております。徐々に開催校は増えてい
ますが、学校側の対応次第という一面
もあり目標に達していません。
　町税務課単独での取組は協議会の取
組みと重複する面が多々あり困難です
が、町内小中学校９校中６校という目
標数値を継続し取組を進めます。

　次代を担う児童・生
徒が、国及び地方公共
団体の財政を支える租
税の意義と役割を認識
し、適正な申告と納税
が国民の義務として重
要であることを理解し
ていただくようにしま
す。

小・中学校で
の租税教育
（租税教室）
の実施校数
6校

　多くの生徒・児童が理解を深め
る機会を増やすため、租税教室の
実施校数を増やすことを目標とし
ました。

　租税教室を実施する
小、中学校の拡充を図
るため次の取り組みを
行います。
・大崎地区租税教育推
進協議会と連携し実施
の働きかけを強めま
す。
・講師養成研修参加者
を増やします。

3 ① 1 2

未利用地の売却及
び活用

防災管財課
/施設管理係

進捗管理者
　堀田　幸喜
担当者
　阿部　秀樹

　平成２７年度に「美里町公共施設等
総合管理計画」を策定しました。
　今後は、各施設個別管理計画を検討
し、計画的な統廃合等を進めます。

　各公共施設の個別施
設計画を策定し、施設
の再配置、効率的な運
用に努めます。

個別施設計画
の策定

　各公共施設の今後の管理方針等
を策定することで、施設の効率的
な運用を行うことができます。

　庁内の公共施設担当
部署で７月ないしは８
月に今後の取組方針を
協議するとともに、具
体的なスケジュールを
決定します。

4 ① 1 2

未利用地の売却及
び活用

防災管財課
/財産管理係

進捗管理者
　櫻井　英治
担当者
　堀田　幸喜

　遊休土地の売却については、目標を
達成できませんでした。
　今後、遊休土地の情報を常に整理公
開しながら「美里町公共施設等総合管
理計画」を踏まえて売却、利活用を進
めます。

　遊休土地の有効利用
及び売却から自主財源
の確保に努めます。

3件 　遊休土地の売却件数を目標と
し、自主財源の確保を図ります。

・遊休土地の入札公告
の実施
・売払い物件をホーム
ページへ掲載

5 ① 1 3

公共施設の使用料
等、受益者負担の
見直し

防災管財課
/施設管理係

進捗管理者
　堀田　幸喜
担当者
　阿部　秀樹

　「美里町公共施設等総合管理計画」
と個別管理計画の策定を踏まえ、施設
の再配置等を見据えて検討します。施
設管理担当課による協議を行い、使用
料等受益者負担の見直し方針を策定し
ます。

　公共施設の使用料
等、受益者負担の見直
し方針を策定します。

公共施設等受
益者負担の見
直し方針の策
定

　公共施設の使用料等を見直し、
自主財源の確保を図ります。

　庁内の公共施設担当
部署で７月ないしは８
月に今後の取組方針を
協議するとともに、具
体的なスケジュールを
決定します。

6 ① 1 4

広告収入等の確保 総務課
/総務係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　髙橋　宏明

　目標値を設定したころと比較する
と、広告を掲載する媒体の減少から広
告収入額が減少しています。
　目標値の見直しを行い、新たな広告
媒体を採用するなど収入の確保を図り
今後も継続していくべきものと考えま
す。

　町広報誌、ホーム
ページへの広告掲載収
入額の上昇を目指しま
す。

1,086,000円 　これまでの広告料収入の確保は
もちろん、新たな広告媒体につい
て検討し、広告料収入の上昇につ
なげます。

・広報紙、町のホーム
ページへの広告掲載の
募集を随時行います。
・平成３０年度当初予
算要求までに新たな広
告媒体を検討します。

7 ① 4 5

財政健全化計画の
推進及び公表

企画財政課
/財政係

進捗管理者
 小野　英樹
担当者
 早坂　晴美

　目標を達成することができました。
総合計画の施策の指標と同じですが、
財政の健全化を表す指標として重要な
ものですので、行政改革の目標値とし
ても設定していきます。

　安定した行財政運営
を維持するため、公債
費の抑制を図ります。

実質公債費比
率

H29 11.0
H30 10.5
H31 10.0
H32  9.5
（総合計画施
策指標）

　町の収入に対する借入金返済の
割合を低下させることは、本町の
財源確保につながることから、実
質公債費比率を指標とし、比率の
減少を目指します。

　６月から８月までの
間、前年度決算状況の
分析、分析結果に基づ
いた財政健全化計画の
見直しを行い、公表し
ます。

8 ① 4 6

補助金等の見直し 総務課
/総務係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　髙橋　憲彦

　目標を達成することができました。
今後も法令外負担金審査会を開催し、
補助金等の抜本的見直しに努めます。

　補助金の目的等を確
認し、補助基準等の見
直し等を行い、補助金
の削減等に努めます。

対前年比補助
金額削減

　補助金の適正化等による削減を
目指しますが、新たな補助金等の
追加増額要求も考えられることか
ら、前年度交付実績のある補助金
の減少を指標とします。

・補助金の審査基準に
ついて、平成３０年度
当初予算要求までに必
要に応じた見直しを行
います。
・法令外負担金審査会
の運営

第３次美里町行政改革大綱  平成３１年度  平成３２年度  平成３３年度 平成２９年度

担当課
/係

/担当者

第２次大綱までの各取組に対する検証結
果等

指標に対する考え方

実施方針  平成３０年度
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9 ① 4 7

下水道事業の経営
健全化

下水道課
/庶務係

進捗管理者
　花山　智明
担当者
　田村　太市

　目標を達成することができました。
　平成２８年度に策定した下水道事業
経営戦略に基づき、経営健全化に向け
て取り組みます。
　今後は、汚水衛生処理率を指標とし
ます。

　水洗便所設置人口の
増加により使用料を確
保し、汚水が衛生的に
処理されることによる
衛生環境の向上を図り
ます。

汚水衛生処理
率
73.2％

　水洗便所設置済人口（単独浄化
槽除く）に対する行政人口の割合
である汚水衛生処理率を指標とし
ました。

・下水道接続奨励金制
度の周知を図るととも
に、未接続者に対する
下水道への接続依頼を
１０月までに行いま
す。

10 ① 4 8

水道事業の経営健
全化

水道事業所
/総務係

進捗管理者
　後藤　充
担当者
　高橋　勲

　平成２５年度と平成２６年度の水道
料金改定により、平成２６年度以降は
目標を達成することができましたが、
給水人口の減少による料金収入の減少
や老朽施設の更新に係る経費の増大等
の影響により、依然厳しい経営状況と
なっています。
　更なる経費削減の取り組みととも
に、適正な水道料金水準の検討を行う
必要があります。

　安定した水道水の供
給を行うためには、老
朽管等の施設の更新を
行う必要があります。
　老朽管等の施設の更
新に係る財源を確保す
るため経営の安定化を
図る必要があることか
ら、単年度収支の黒字
化を目標とします。

単年度収支の
黒字化（経常
収支比率１０
０％以上の達
成）

経常収支比率
（%）＝
[(営業収益+
営業外収
益)/(営業費
用+営業外費
用)]×100

　単年度収支の黒字化を達成する
には、更なる経費削減の取り組み
が必要なことから、事業の民間委
託による経費削減を検討します。
　また、給水人口の減少の影響を
踏まえ、今後経営が持続可能な適
正な水道料金水準を検討します。

事業の民間委託
・民間委託を行う業務
内容の検討
・民間委託による業務
の効率化、経費節減効
果の検証
・民間委託までのスケ
ジュールの策定
・民間委託に係る議会
への説明

水道料金水準の検討
・平成２８年度決算や
事業の見直しを踏まえ
た投資財政計画の見直
し
・基礎資料の準備
・水道料金改定までの
スケジュールの策定
・水道料金改定に係る
条例整備

11 ① 4 9

町立南郷病院の経
営健全化

町立南郷病院
/事務局

進捗管理者
　大橋　浩二
担当者
　青木　正男

　漸減していた患者数及び料金収入に
ついて平成２７年度を底に２８年度は
前年比増となりました。しかし収益が
増えない大きな要因は患者数の減少と
考えられ、その原因は介護施設や老人
ホーム等に入居し、可能な限り入院し
ないで在宅医療を選択する患者が増加
したものと考えられます。今後もこの
傾向は続くものと考えられます。
　また、訪問診療に取り組んでいます
が、確保できた医師数の範囲で、これ
に最大限取り組む必要があると考えら
れます。

　平成２８年度に策定
した「美里町病院事業
新改革プラン」への取
組みを進め、地域医療
及び初期の救急医療を
担う町立南郷病院の経
営の健全化に努めま
す。

単年度収支の
黒字化（経常
収支比率）

　総合計画・総合戦略では、地域
医療、救急医療の充実を掲げてい
ますが、そのためには、経営の安
定化を図る必要があることから、
単年度収支の黒字化を目標値とし
ました。

・医療スキルアップ研
修のみならず接遇等の
院内研修を実施しま
す。
・住民、職員検診の委
託を受け実施します。
・東北大学病院等の協
力により初期緊急医療
体制を確保します。
・常勤医による在宅訪
問診療を実施します。
・常勤医の確保に努め
ます。
・検査の受注を図りま
す。
・診療科目の充実に努
めます。

12 ① 4 10

第三セクターの経
営改善

産業振興課
/農業振興係
/商工振興係

進捗管理者
　佐藤　淳一

担当者
　小林　誠樹

　単年度収支の黒字化の目標に対し、
３か年において目標を達成することが
できました。
　このうち、（有）とんたろうに関し
ては、東日本大震災による電源喪失に
伴う廃棄損など、特別損失を計上した
決算期を除けばすべての決算期におい
て黒字化を達成しました。
　一方、（有）南郷ふれあい公社に関
しては、震災特需の減少に伴い赤字の
傾向が続いていましたが、計画最終年
度においては黒字に回復することがで
きました。
　引き続き、健全経営に向けた指導、
助言を行っていきます。

【目的】
第三セクターの経営改
善を図る。

【目標】
中長期事業計画等の策
定

南郷ふれあい
公社に係る中
長期事業計画
等の策定

　第２次大綱においては、単年度
収支黒字化を目標としました。こ
のうち、（有）とんたろうについ
ては、単年度収支はおおむね黒字
化を達成しており、また、既に自
律的な経営を行っていること、町
の出資比率が２８．６％とそれほ
ど大きくないことなどから、第３
次の取組対象から除くこととしま
した。
　一方、（有）南郷ふれあい公社
については、指定管理者制度導入
以前のいわゆる受託管理制度の下
で設立された第三セクターであ
り、経営に関与する機会は比較的
大きい（出資比率56.9％）ことか
ら、取組の対象としました。

　平成２９年１２月末
までに現状把握及び課
題整理を実施する。

事業計画策定 進捗管理 進捗管理 進捗管理

13 ② 2 1

全庁的な内部統制
の構築

総務課
/行政改革推進係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　髙橋　憲彦

　具体的な手法を示さなかったこと
で、十分な取組となっていませんでし
た。各課等での討論、職員間のコミュ
ニケーションなどから提案につながる
ような仕組みが必要です。今後は内部
統制の構築を行いながら事務改善に取
り組んでいきます。

　内部統制の構築を図
ります。（No.30と関
連。）

内部統制方針
等の作成

　内部統制の構築によりリスクを
管理し、職員の意識改革につなげ
ます。

・１２月末までに業務
リスクの洗い出しと対
策についてとりまとめ
ます。
・内部統制推進体制を
検討し、翌年度以降の
取組を計画します。

14 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

総務課
/行政改革推進係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　髙橋　憲彦

　委託化基本方針を策定し複数の業務
について委託化を検討しましたが、目
標とした件数には達しませんでした。
　これまで日直業務や文書配布業務等
の委託を行いましたが、懸念された住
民サービスの低下などは見られず、一
定の効果が確認できました。その時々
に応じた受託者とのきめ細かな協議を
重ねながら、さらなる住民サービスの
向上を図る必要があります。
　各種業務の委託化については今後も
継続して検討を進めることが必要と考
えます。

　新たな事務事業の委
託化を進めます。

委託化する事
務事業

　サービス向上を図るため事務事
業の委託化の検討が常に必要と考
えます。

　今後新たに事務事業
の委託化を進める項目
を１０月までにとりま
とめます。
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第３次美里町行政改革大綱  平成３１年度  平成３２年度  平成３３年度 平成２９年度

担当課
/係

/担当者

第２次大綱までの各取組に対する検証結
果等

指標に対する考え方

実施方針  平成３０年度

15 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

教育総務課
/学校給食係

進捗管理者
　須田政好
担当者
　小南友里

　平成２９年度から南郷学校給食セン
ターの調理業務を委託化します。その
後、給食調理員の退職による減員に合
わせて委託化を拡大して、中学校を再
編する平成３３年度までに委託化率を
１００％にします。

　安心安全な学校給食
を円滑に、かつ、効率
的に提供する。

委託化率を１
００％にす
る。

　委託化した調理施設で調理した
食数を全体の食数で除すること
で、調理業務における委託化の進
捗度が図られる。

　平成２９年度から実
施している南郷学校給
食センターの委託化に
ついて円滑に行われる
よう管理していきま
す。
　また、平成２９年度
は退職する調理員がい
ないため、新たな委託
化のための取組は特に
ない。

16 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

教育総務課
/管理係

進捗管理者
　須田政好
担当者
　伊藤雅典
　

　平成２８年度は正規職員５人と非常
勤職員４人で業務にあたってきまし
た。正規職員が欠けても非常勤職員又
は嘱託職員で十分に対応できることか
ら、特に委託化する必要はありませ
ん。 ― ― ― ―

17 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

総務課
/行政改革推進係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　髙橋　憲彦

　委託化基本方針を策定し指定管理者
制度等の導入について進めてきました
が、各事業とも現時点で検討中となっ
ており目標とした移行件数には達しま
せんでした。
　コミュニティ施設や体育施設につい
て制度を導入していますが、今後も他
の施設への導入について検討が必要と
考えます。

　新たな指定管理者制
度の導入を進めます。

指定管理者制
度を導入する
施設

　指定管理者制度の導入の検討が
常に必要と考えます。

　職員に対する指定管
理者制度の周知を行い
ます。

18 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　奥山　俊之
担当者
　須田　政明

　平成２７年度に職員によるワーキン
ググループで美里町の幼児教育・保育
の在り方について検討し、小牛田保育
所については民営化もしくは民間委託
が望ましいのでは、との結論を得まし
たが、すぐに民営化を行うのは引き受
け手が現れるか等の問題があるため、
待機児童の解消策のひとつとして検討
している、新設保育所の運営を民設民
営もしくは公設民営で行い、新設保育
所の運営が軌道に乗った時点で小牛田
保育所の運営を新設保育所を運営して
いる法人に委託するのが望ましいと思
われます。

　町立保育所の民営化
に向け、まず平成３０
年度での新設保育所の
民設民営での整備を目
指します。整備運営主
体については、将来の
認定こども園化も考慮
し社会福祉法人とした
いと考えております。 ― ―

　新設保育所の整備運
営主体については、平
成３０年度当初予算作
成時期までに、保育所
運営を検討している社
会福祉法人を探し、町
の意向を伝え検討して
もらう。

19 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　奥山　俊之
担当者
　須田　政明

　保育所の運営のあり方に主眼をおい
て美里町子ども・子育て支援事業計画
策定等委員会を開催してきており、児
童館の在り方までは検討できませんで
した。
　今後のワーキンググループで児童館
の運営のあり方を検討し、同委員会で
意見を頂戴する予定です。

　妊娠期から子育て期
までの支援について
は、現在様々な機関が
個々に行っているが、
ワンストップ拠点（子
育て世代包括支援セン
ター）を立ち上げ、
コーディネーターを配
置し切れ目のない支援
を行う必要がありま
す。

― ―

　ワンストップ拠点と
しての「子育て世代包
括支援センター」を立
ちあげるために、健康
福祉課の母子保健部門
との連携を強化し、月
１回程度どのように体
制づくりを行うか検討
会を行う。

20 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　奥山　俊之
担当者
　須田　政明

　保育所の運営のあり方に主眼をおい
て美里町子ども・子育て支援事業計画
策定等委員会を開催してきており、児
童館の在り方までは検討できませんで
した。
　今後のワーキンググループで児童館
の運営のあり方を検討し、同委員会で
意見を頂戴する予定です。

　児童館及び児童館を
会場として運営してい
る放課後児童クラブに
ついては、一体的に運
営を行っているため、
委託する場合には双方
を同じ事業者に委託す
る必要があります。
　しかしながら、委託
化した場合、現在の数
倍の費用が必要となる
ため、慎重に検討する
必要があります。

― ―

　児童館及び放課後児
童クラブを担当してい
る職員と、毎月行って
いる児童館職員会議の
中でどのような運営形
態が良いか検討を行
う。

21 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

教育総務課
/総務係

進捗管理者
　須田　政好
担当者
　島　彩花

　認定こども園への移行を含めて今後
の幼稚園教育の在り方を検討し、平成
３１年３月までに認定こども園等の設
置の考え方を決定します。

　町内のすべての幼児
に対して体系的な就学
前教育（幼稚園教育）
を受けさせる。
これを前提に、その運
営における効率化を図
るための手段として民
営化

体系的な就学
前教育（幼稚
園教育）を受
けた幼児の比
率100％

　認定こども園等の設置から就学
前教育（幼稚園教育）を受けた幼
児の比率を１００％にすることか
ら、町内における就学前教育の一
本化が図られる。
民営化・委託化による効率化を考
える前に、町内の幼児全員に就学
前教育を受ける機会を確保するこ
とが大切である。

　子ども家庭課との連
携から方向性を定め、
具体的な取組に着手す
る。
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第３次美里町行政改革大綱　実施計画

通しNo. 柱

大
項
目
No.

小
項
目
No.

項目名称 目的・目標 指標
Plan【計画】
主な取組

Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

第３次美里町行政改革大綱  平成３１年度  平成３２年度  平成３３年度 平成２９年度

担当課
/係

/担当者

第２次大綱までの各取組に対する検証結
果等

指標に対する考え方

実施方針  平成３０年度

22 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

まちづくり推進課
/生涯学習係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　遠藤　孝光

　指定管理者と定期的に協議を行い、
地域の特性を生かした事業、施設の維
持管理に努め、利用の促進、安全管理
に努めてきました。
　直営で運営している施設の委託、指
定管理に向けて、業務内容の再整理を
行い、平成２９年度の指定管理者の選
定を経て、平成３０年度から実施した
い考えです。

　指定管理者と協議を
行いながら、地域の特
性を生かした事業、施
設管理に努めていきま
す。
　直営施設の指定管理
については、受託可能
な団体との調整が遅
れ、平成３０年度から
の予定となりました。
残り１施設の委託化に
ついては、再度検討し
ます。

施設の指定管
理の実施

　施設の指定管理に向
けて、平成２９年度中
に具体的な手続きを進
めていきます。
　残り１施設の委託化
の可否について総務課
と協議し、９月末まで
に判断します。

23 ② 2 2

事務事業、施設管
理の委託化の推進

教育総務課
/社会教育係

進捗管理者
　須田　政好
担当者
　扇子　美津男

　図書館の運営方針を早期に作成し、
運営方針に基づく運営を行っていきま
す。運営方針の作成の中で、民営化・
委託化について再度検討を行い、平成
３０年３月まで方向性を決定します。

　図書館の運営方針を
定め、計画的な運営か
ら効率化を図ります。

運営方針の設
置

　運営方針を設置することが優先
される。

　運営方針を平成３０
年３月までに制定す
る。

24 ② 2 3

専門的な知識、経
験を有する人材の
活用と職員の質の
向上

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　日野　剛

　これまで徴収対策課において高度な
専門的知識と経験を有する人材を活用
してきました。今後は、法令全般の高
度な知識を町全体として活用できるよ
う、総務課に法制執務指導員として１
人を配属していきます。また、必要に
応じて附属機関等への弁護士や大学教
授等を登用することを新たな取組とし
ます。
　なお、定量目標として３人の配置を
目標としていましたが、目標人数は設
定しないこととします。

　専門的な知識、経験
を有する人材の活用を
行います。

外部人材の登
用数

　職員や附属機関等の委員に外部
人材を登用することで、それに関
わる職員の育成と意識改革につな
げます。

　業務ヒアリング等を
実施し、外部人材の活
用が効果的な部門を洗
い出ししていきます。

25 ② 4 1

職員研修の計画的
な実行

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　日野　剛

　目標を達成することができました。
研修に対する職員の意識についても、
一定程度定着してきていると考えま
す。自ら学ぶ組織風土の形成に向けた
取組を今後も継続していくべきものと
考えます。
　第２次美里町人材育成基本方針に記
載している「求められる職員像」にな
れるよう今後も「自己啓発」、「職場
内研修」、「職場外研修」の３つを柱
とした人材育成を進めていきます。

　職員研修への参加者
数の維持向上を図りま
す。

454人 　定期的な研修への参加と知識の
習得、意識改革のためには、全職
員が自ら進んで研修に参加するこ
とが必要です。

・中長期の研修計画に
基づく研修（町主催、
庁内実務、派遣）の実
施
・自己啓発支援のため
の自治体法務検定の団
体受検
・窓口等の接遇の外部
評価の実施
・接遇対応に関する職
員アンケートの実施

26 ② 4 2

人材育成のための
人事評価制度の適
切な運用

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　日野　剛

　平成２８年度から人事評価制度の本
格実施を行っています。人事評価制度
が一定程度、定着した場合は、努力し
成果を上げた職員に対して優秀とする
昇給幅の運用や勤勉手当の成績率に差
をつける運用等を行っていきます。ま
た、併せて職員表彰規程に基づいた制
度運用を進めていきます。

　人事評価制度を活用
した人材育成の仕組み
を構築します。

人事評価関係
資料の作成保
管

　努力し成果を上げた職員が認め
られることにより、人材育成等を
効果的に行うことができます。

　平成２８年度人事評
価結果の取りまとめ及
び修正箇所の検討。

27 ② 4 3

職員定員適正化計
画の策定と公表

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　日野　剛

　目標を達成することができました。
今後は、平成２９年３月に策定した美
里町第３次定員適正化計画に基づき定
員適正化を進めます。

　組織体制の見直し等
による定員の見直しを
随時行います。

定員適正化計
画の策定

　社会情勢等に適切に対応するた
めには、職員数の削減だけでなく
必要に応じた補充等を進め、あら
ゆる任用形態を活用した弾力的な
組織運営を進めるよう検討しなけ
ればなりません。

　第３次定員適正化計
画に記載している手法
の推進。

28 ② 4 16

窓口・公共施設等
の住民サービスの
充実

町民生活課
/住民係

進捗管理者
　後藤　康博
担当者
　末永　　泉

　目標を達成することができました。
目標値を見直しながら、今後も継続し
ていくべきものと考えます。

　窓口利用者の満足度
について、窓口対応に
関するアンケートで
「よい」と答えのあっ
た９項目の割合の平均
値の上昇

73.3％ 　住民の利便性の向上と窓口職員
の接遇向上を図るため、窓口利用
者のアンケート調査を平成２５年
度から行い、利用者の満足度の上
昇を目標としてきましたが、更な
る満足度のアップと職員の接遇向
上を図るため、目標値を５％増の
７３．３%に設定しました。

・社会保障・税番号制
度運用関係への対応
・来庁者窓口利用アン
ケート調査の実施
・コンビニ交付等の検
討

29 ② 4 17

電子自治体の推進 総務課
/情報システム係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　髙橋　宏明

　目標値には届きませんでしたが少し
ずつ利用件数の増加が見られます。電
子申請サービスのＰＲ、新たな手続の
追加を行う等利用件数の増加を計りま
す。

　年間の電子申請サー
ビス利用件数の上昇を
目指します。

98件 　電子申請サービスは、直接住民
サービスの向上につながるもので
す。新たな電子申請サービス手続
数の追加を図り、利用件数の増加
につなげます。

・システムの職員操作
研修の実施
・電子申請手続可能項
目の検討
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30 ②
2
4

1
1/
2

全庁的な内部統制
の構築／職員研修
の計画的な実行／
人材育成のための
人事評価制度の適
切な運用

総務課
/人事給与係/行政改革
推進係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　日野　剛/髙橋　憲
彦

　平成２８年５月に第２次美里町人材
育成基本方針及び中長期職員研修計画
を策定したことから、一定程度の目標
を達成しました。
　今後はこれに基づき「求められる職
員像」を目指し、人材育成を推進して
いきます。

　内部統制の構築を図
ります。（No.13と関
連。）

内部統制方針
等の作成

　内部統制の構築を図りながら職
員の意識改革につなげます。

・１２月末までに業務
リスクの洗い出しと対
策についてとりまとめ
ます。
・内部統制推進体制を
検討し、翌年度以降の
取組を計画します。

31 ③ 3 1

行政需要の把握と
その対応

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　齋藤　眞

　町政相談員の設置、総合案内相談窓
口の開設や提案箱設置など、行政に対
する意見、要望、相談等の把握と対応
を推進する環境整備に努めました。さ
らに対応のマニュアル化を図り、組織
としての適切な対応と住民の利便性向
上に繋げました。

　組織的な相談体制の
充実と適正な対応の強
化を図ります。

総合相談窓口
に寄せられた
意見、要望、
提案、苦情等
に対する対応
処理100％

　相談体制の強化充実を図る上
で、回答までの事務処理対応が適
切に行われているかの検証が必要
と考えるため、回答調整の必要な
案件への確実な対応による住民と
の信頼関係を構築するコミュニ
ケーションの実施を目指します。

　総合案内相談窓口、
町政相談員、提案箱等
の相談対応ツールの広
報を四半期前半に集中
して実施し、住民への
周知を図ります。
　開設から２年を経過
した総合案内相談窓口
の利用・対応状況の分
析と改善点の検証を９
月までに行い、来年度
以降の取組に反映させ
ます。

32 ③ 3 1

行政需要の把握と
その対応

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　齋藤　眞

　全庁的な住民の要望、意見等への対
応を標準化するためにマニュアルを策
定し、情報のデータ管理、共有化及び
対応の進捗管理を目指しました。情報
のデータ管理を実施するためのシステ
ム運用が不十分です。取組の周知徹底
及びデータの電子媒体入力フォームの
見直し等改善が必要です。

　住民の意見、要望等
への対応の標準化及び
情報の体系的な把握、
分析と一元管理のため
のシステムの構築に取
り組みます。

システム構築 　住民ニーズの的確な把握と対応
処理を行い、情報のデータ化、共
有化を図るためのシステムが必要
です。

　意見、要望、提案、
苦情等の情報共有及び
データ管理のための電
子媒体入力フォーム見
直しを12月までに完了
し、1月から3月までの
期間にシステムの運用
と対応の標準化マニュ
アルの周知について徹
底を図ります。

33 ③ 3 1

行政需要の把握と
その対応

防災管財課
/交通防犯係

進捗管理者
　櫻井　英治
担当者
　村松　崇顕

　高齢運転者の交通事故対策 　高齢者の移動手段の
確保のみならず、安全
確保の面からも支援制
度を確立し、運用を目
指します。

支援制度の確
立

　支援制度設計については、先行
事例を参考にしながら進めていき
ます。

　自動車運転免許証返
納者(高齢者)に対し
て、公共交通利用の支
援制度を平成３０年度
当初から実施ししま
す。

34 ③ 3 1

行政需要の把握と
その対応

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　奥山　俊之
担当者
　須田　政明

　子供の貧困対策 　日本の子どもの貧困
の状況は先進国の中で
も厳しく、貧困率は１
６．３％（２０１２年
厚労省データ）となっ
ています。本町におけ
る子どもの貧困率がど
の程度であるかは不明
のため、アンケート調
査を行って実情を把握
し、本町として取りう
る子どもの貧困対策の
ための施策を講じま
す。

― ― 　本町の子どもの貧困
状況を把握するために
アンケート調査を行
い、その結果を関係す
る課（教育総務課、健
康福祉課等）と共有
し、貧困対策としてど
のような施策を講ずる
ことができるか検討す
る。

35 ③ 4 4

組織機構の見直し 総務課
/総務係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　髙橋　憲彦

　その時々の状況から組織体制の見直
しは随時必要となってきます。いつで
も組織見直しの検討ができる体制を整
え、迅速に対応していきます。

　組織体制の見直し等
を行います。

組織体制の見
直しが必要と
なる部署等

　組織体制については、常に見直
しを行い、その対応が必要と考え
ます。

　組織体制見直しの周
知徹底

36 ③ 4 4

組織機構の見直し 健康福祉課
/庶務係

進捗管理者
　　佐藤　俊幸
担当者
　　渡辺　克也

　既存の組織体制のまま内部統制を強
めることとしましたが、地域包括ケア
システムの構築や地域と密着した事業
展開や制度改正による業務の増大、人
材育成の必要性から、再度の組織体制
の見直しが必要です。

　介護保険に関しては
平成３０年度から居宅
介護支援事業者指定に
係る権限が県から町に
移譲されます。これら
の対応を含め、円滑な
事業運営に必要な組織
体制の再構築を行う必
要があります。

新しい組織体
制の構築

　制度改正等に対応するため組織
体制の見直しを行う必要がありま
す。

　新たに包括支援係、
認定審査係を設置し、
これらと介護保険係、
高齢福祉係を合わせた
４係を統括する管理者
を設置します。１０月
まで総務課等との協議
を整え、１２月に例規
の改正を行います。

37 ③ 4 4

組織機構の見直し 子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　奥山　俊之
担当者
　須田　政明

　平成２６年度において子ども家庭課
の組織体制の一部見直しを行ってお
り、当面はこの体制のまま継続し、保
育所の運営の民営化の状況を見なが
ら、児童館、子育て支援センターの運
営体制を含め見直しを行う予定です。

　当面はこの体制のま
ま継続し、保育所の運
営の民営化の状況を見
ながら、児童館、子育
て支援センターの運営
体制を含め見直しを行
う予定です。

― ― ―
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第３次美里町行政改革大綱　実施計画

通しNo. 柱

大
項
目
No.

小
項
目
No.

項目名称 目的・目標 指標
Plan【計画】
主な取組

Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

Plan【計画】
主な取組

第３次美里町行政改革大綱  平成３１年度  平成３２年度  平成３３年度 平成２９年度

担当課
/係

/担当者

第２次大綱までの各取組に対する検証結
果等

指標に対する考え方

実施方針  平成３０年度

38 ③ 4 11

行政情報の分かり
やすい提供

総務課
/総務係
/広報広聴係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　髙橋　宏明
　伊藤　博人

　設定した目標値に達しました。ホー
ムページ訪問者数のさらなる上昇を目
指して、年＋１，２００人を新たな目
標に設定します。

　町のホームページ訪
問者数の上昇を目指し
ます。

128,716人 　インターネット利用環境は向上
しており、行政情報を住民等が手
軽に入手するための手段として町
のホームページによる行政情報の
公表は効果的であると考えます。

　毎月、ホームページ
の見直し、更新を行い
ます。

39 ③ 4 12

住民懇談会の実施 総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　齋藤　眞

　町がテーマを決めた懇談会において
は、参加者や年齢層の固定化が否めま
せん。しかし、団体や地域の要望によ
り開催する出前型の懇談会は、制度の
周知に努めた結果として徐々に広がり
が見えてきました。
　今後は、さらに住民懇談会の制度の
周知を徹底し、開催要望及び参加者の
増加につなげる取組が必要です。
　住民と率直な意見交換を行い、その
意見や要望を町政に反映するため、開
催形態の多様化、幅広い年齢層や女性
の参加しやすい環境整備等が課題で
す。

　町政への住民参画の
拡充及び住民ニーズの
的確な把握に努めま
す。
住民懇談会の参加者数
の上昇を目指します。

200人 　住民の町政への理解と、意見要
望を聴く機会の充実を図るため、
住民懇談会の開催についてより幅
広い年代層へのプロモートを展開
するなどしながら拡充し、住民
ニーズの把握強化に努めることが
必要です。

　住民懇談会制度につ
いて、広報みさとへの
掲載や行政区長会議を
通じた情報提供等で四
半期前半に集中して周
知を図るほか、通年に
おいて各種団体やサー
クル等への声がけを行
い、開催要望及び参加
者の増加につなげま
す。

40 ③ 4 13

住民自治と住民参
画

まちづくり推進課
/地域づくり推進係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　櫻井　清禎

　町内の活動団体が作成した自治基本
条例（案）の内容等の協議を行いまし
たが、町の既存条例と重複する部分が
多く見受けられます。このことから、
条例の制定について現段階では早急に
必要なものではないと判断しました。
　今後は「まちづくりと住民参画」と
して条例制定の必要性も含めて継続し
て検討し、取り組んでいきます。

　まちづくりを進める
ために必要な住民の方
と行政と、話すことが
できる環境や参加する
方法などの仕組みづく
りについて、考える機
会を設けていきます。
　また、その仕組みづ
くりの形態、住民参画
についても、引き続き
取り組んでいきます。

定性目標

　住民活動や住民参画
などについての講演会
を、平成２９年度中に
実施します。

41 ③ 4 14

会議及び会議録の
公開

総務課
/文書法令係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　森　陽祐

　平成２４年度の数値を基準とし、そ
れ以降、目標に達していませんでし
た。会議録の調整は、事務担当者が実
施している場合が多く、他の業務に追
われて会議録の調整が後回しになって
しまい調整に時間を要しています。今
後、各会議等の内容によっては、会議
録調整業務の外部委託を検討する必要
があります。
　一方、会議録の公開は、可能な限り
早急な対応が求められることから、基
準値を見直し今後も継続していくべき
ものと考えます。

公開した会議の会議録
を会議終了後、１か月
以内に公表した割合の
上昇を目指します。

16.0% 公開した附属機関等の会議の会議
録を遅延なく公表することで、行
政と住民等との円滑な情報共有を
図ります。

・附属機関等の会議の
公開に関する運用
・行政文書管理規則、
文書規程の適切な運用
・情報公開の推進

42 ③ 4 15

附属機関等への公
募委員の登用

総務課
/総務係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　中村　紋歌

　附属機関委員の公募は、おおむね実
施されていますが、公募を実施しても
応募がない場合があります。目標値に
ついては、全委員に対する公募委員の
割合ではなく、全附属機関に対する公
募を実施した附属機関の割合とするこ
とが妥当と考えます。
　なお、附属機関の目的等により公募
委員の必要性や人数について再度検討
を要します。

附属機関等における委
員の公募の実施割合の
上昇を目指します。

71.4% 　附属機関等への公募制度の導入
により住民の行政への参画、職員
の意識改革等を図ります。附属機
関等の目的によって公募委員数の
占める割合に違いがあることか
ら、公募を行っている機関の割合
を一定以上で維持します。

　担当課への手続の周
知徹底を図ります。

43 ③ 4 15

附属機関等への公
募委員の登用

総務課
/総務係

進捗管理者
　髙橋　憲彦
担当者
　中村　紋歌

　新しく選任された委員の割合を指標
としていたため、女性委員の割合が高
い附属機関が改選年度に含まれる場合
など、達成指標が極端に高くなる場合
がありました。毎年基準日における女
性委員の構成比とすることで、年度間
での比較が可能と考えます。
　男女の均等な登用を図るため、今後
も継続していくべきものと考えます。

附属機関等における女
性委員の占める割合の
上昇を目指します。

33.2% 　附属機関等へ女性が参画しやす
い環境を整える必要があることか
ら、附属機関等における女性委員
の割合を一定以上で維持します。

　担当課への手続の周
知徹底を図ります。
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